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架空利益排除と貨幣価値変動会計

ドイツ・インフレ-Va Y (第一次)の会計的考察 (3)一一

中居文治

はじめに

前々稿;，において，第 1次大戦後のインフレ--:/'ョン過程で， ドイツの大企

業は，膨大なイ Vフレ利益(貨幣価値変動利益〉を獲得したこと，その場合，名

目資本会計による計上刺益はけフして架空利益ではないことを，また前稿"に

おいて，当時，大企業が，その獲得したイ Y フレ利益の分配を阻止したとと，

ならびに，商法・会計理論によって支持されてきた伝統的会計実務=秘密積立

金設定方策により，公表貸借対照表において膨大な利益計上を阻止したことを

あきらかにした。

本稿では，当時のイ y フレ会計理論(ことに貨幣価値変動会計理論)とその制度

化の経過を概観し，それがインフ V過程中，実践化されなかったゆえんを考察

する。インフレ会計は，実践的には，会計の歪曲匡正のためにではなく，公表

利益隠蔽のためにのみ要求されたのである。

I 架空利益の認識と排除

貨幣価値低落期に名目資本会計を適用すれば，貸借対照表・損益計算書に計

上される数値は，貨幣価値をそれぞれ異にする時点のものが集計されることと

なるゆえに，計算単位を異にする数値の和，すなわち異質物の混合となって，

企業の主確な財政状態・経営成績が示吉れないことはし、うまでもなし、。しかし，

そこに計上された利益がつねに架空利益であるとは限らない。前進法(紙幣価

1) 拙稿. (1].イソフ ν利益と名目資本会計. r経済論叢」第97巻第5号昭和41年5月。
2) 拙稿 (2]，イソフレ刑益と秘密積立金. r経済論議」第98巻第4号a 昭和41年10月。
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値法)を想定するとき，

名目利益(修正前利益〕一実質利益，すなわち

(費用計上不足 収益計上不足) (芋)貨幣価値変動益(損)

の値が，正のときのみ名目利益は架空利益をふくんでいるのであって，ゼロの

ときは名目利益は実質利益にひとしし負のときは，架空利益計上ど己ろか逆

に秘密積立金をさえふくんでいるのである九

イV フレ--Yョ Yの下で名目資本会計をおこなえば，費用(収益)の計上不

足は，通常の営業活動によって必然的に生ずるので，貨幣価値変動利益(損失〉

を獲得しうるか否かが，架空利益の計上・不計上の重要な要因となる。当時の

ドイツでは，膨大な債務壱もつ犬企業と，取引条件の悪化(現金買，前払金支払

等)を甘受せざるをえない小企業との聞に， γ ュマーレVパハのいう「架空利

益をもたね大企業と架空利益でふくれた小企業」とし寸格差が生じていための

であるが， 当時の学界・実業界(大企業)は， もっぱら架空利益の存在を喧伝

し，その排除を主張したのである。企業数では中小企業が圧倒的多数ゆえ，膨

大な架空利益が存在したが，その架空利益に悩む中小企業の声を代弁するかに

みせかけてに架空利益をもたぬ大企業とそれ壱代弁する学界が，公表利益の隠

蔽のために架空利益の排除を主張していたといえよう。

インフレ当初 r商人は，はじめは貨幣価値下落を商品価格変動とみなし・

…貨幣価値下落によって生じた架空利益を架空利益としてみずー…価格騰貴利

益 (Konjunkturgewmn) とみなしたJ"といわれる。また，資金欠乏に対処する

ための頻繁な増資壱容易にするため高配当政策をとれそのために意識的にも

架空利益を処分可能利益として言|上しためともいわれる。

企業はこのように当初，架空利益の発生を十分に認識してそれに対応するこ

とがなかったといわれるが. 1918年当時すでに，会計専門家の聞では，貨幣価

値下落が損益計算と原価計算に影響を及ぼすこと，およびそれに対処しうるー

剖拙稿[1];および本稿の100買の(3式。
叫拙稿， (1]。
5i Schmalenbach. E.， (1)， Goldmark討 1脚 z，1922， 55， 24~25 
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層確実な計算が存在することが周知であった"といわれる。(この聞の事情は，

資料不足で具体的には考察しえなかった。)

架空利益の排除を主張する文献を明瞭に確認できるのは1920年初頭からであ

る.，が，なかでもゲルトマ γ ハーめが，インフレにもとづく架空利益の発生と

それによる実体減少の危険を認識して，その排除を主張した最初であると，一

般に認められている叫ょうである o

イy フレーショソ時に架空利益を排除するための会計方法は多くの論者によ

って提案されたが，それは，貨幣価値変動会計(購買力資本維持会計，広義の金マ

ルク会計〕と実体資本維持会計 I~大別しうる。(もちろん両者は，架空利益した

がって利益の概念壱異にするの)

実体資本維持会計は，維持すべき資本を投下された貨幣額(名目1顕であれ，貨

幣価値修正後の実質額であれ)でなく，企業経営を構成する物財(実体)そのもの

と考え，資産評価益を計上することなく費用壱再調達時価(取替時価)で評価す

る方法である。これは，資産の取得価格と再調達価格の差額である価格騰貴利

益を，資産自体の価格上昇によるか貨幣価値下落によるかの原因をとわず，す

べて架空利益として計算王排除することを要求する。よってこの芳法は，かな

らずしもイ V フレにのみ対処するための方法でなく，貨幣価値安定時にも適用

されることを意図しているとみられるが，当時は，イ Y フレに対処する方法と

して登場し，主張されたとみることができょう。

6) ter Vehn， A.. "Gewinnbegri宣 inder Betriebswirtschaft ぺZfB，]g. 1， 1924， S. 363 
7) Schmalenbach， [2J.Die steuerlicbe Behandlung der 5cheingewinne， ln: Schmalenbach-

Prion. Z~叫i Vortタage叫 erScheing，臥"'"即， 1922. S. 21 

8) Schmalenbach， (1 Jにおいてこの冒の指摘があり， Schmalenbach， C 2 Jの文献目録に当時
(1920年)発吾されたものとしてあげられている論文は， 20あまりある。(紙数の都合で.引用
はしない。)

9) Geldmacher， E.， "EilanzsorgenぺInd旧制c-und H，開 dels-Zeitu吋.1920， Nr. 57 u. 59/63 
(原文は参照しえなかったが Mahlberg，W" Bilanzlechnik酬 dBewertu匁.gbei 5ch印刷kendei'

Wah州 ng，3. Au宜，1923におけるその論評からみるかぎり J その喜本思考は，恨の Wirtschaftト

附 2叫heund Bilanz， 1923 と同ーとみてよし、。)
10) Pnon， W.， Die .Fi叫 nMe何時制dBilanz wil'lschaftlich付 B<帥 ebeunter dem Einftus del' 

Geldentwcrtung， 1921， S. 21; Mahlberg， a. a. 0.. S. 207; Walb， E 品 eErfolgsn!chnung 

p祝 a!etu吋 offen出品e1' Unte-rnehmung， 1926， S. 336; 5chnettler， A， "Ziel und Grenze札

der betneblichen Werterhaltung"， ZfhF， NJg. 7， 1955， S. 524， usw 
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当時の実体維持会計論者の主たるものは，ゲノレトマッハー，シーミットであ

る。

ゲノレトマッハーの方法"は，未修正損益計算書に対し(，資産の再調達時価

と原価との差額〔修正差額)を， 費用として追加計上すると同時に， 貸借対照

表に同額を更新勘定(Ern己ucrungskonto)または価格変動勘定(Konjunkturkonto)

として計上するもので，貸借対照表の資産・負債・資本はなんら修正されず，

名目利益がこの修正差額だけ減少し同額が更新勘定あるいは価格変動勘定とし

て資本の部に追加計上されるにすき「ない。

クーミヅトの方法問』ま，資産をすべて再調達時価に評価替し，価格騰貴のと

き，その原価との評価斧額は貸方価値修正勘定 (Wertberichtigungskontoあるし、

岨 Vermむgenswertanderungskonto)に計上するものである。そこでは，費用が時

価評価されると同時に，貸借対照表上の資産評価も時価でおこなわれ，時価評

価差額は，資本勘定の附加勘定としての価値修正勘定に計上されることになる。

貨幣価値変動損益については，ゲノレトマッハーはまったく無視しており，ジ

ュミットはその発生を認識はするが，会計計算上は無視し，それを損益として

表示することを忌避して，単に財務政策としての価値均衡問の原則を主張する

にとどまってし、る。

このように実体資本維持会計は，貨幣価値変動損益を計上することなしに，

ただ費用時価計算によって計算上資産の取替資金の不足に対処しようとするも

ので，イ yフ νによる会計の不正確化の匡正はもともと意図されていないので

ある。このことは，膨大な債務者利益を獲得してし、た大企業にとっては，実体

資本維持会計が貨幣価値変動会計のたんなる代替的手段たる以上の意義をもつ

ことを示すものであれその要求に合致するものであヮた。それゆえ，この方

法にたいしては，体系的にではなかったが， ドイツ産業連盟を中心とする財界

11) Geldmacher， E" Wi'Ytschafls初 旬開.heund Bilanz， 1923， 55. 59-66， usw. 
12) Schmidt， F，. Die organische Bilanz im Rahmen der Wirtschaft， 2. Aufl... 1922， 5566-102， 

133， 135-147， usw 
13) Ebenda， 55. 102-107 
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から法律上の承認が強く要求された。しかし，その計算体系が，従来の商法・

税法のそれに根本的に対立する(貨幣価値変動会計が修正計算をおこなうとは

いえ，基本的に貨幣的計算たる性格は失わないのに対して， これは物財的計算

である〉ことから，法的承認は容易でなく，ついに承認されずに終ったのであ

る。(しかし，断目的措置のワみかさねとしては，費用時価計算と同じ効果をもたらす

さまざまな万法が法的承認をうけたのであるが， この詳細は続稿でとりあっかう予定で

ある n なお，実体資本維持会計の論理等については別稿叫吾参照。)

E 貨幣価値変動会計の計算構造

貨幣価値変動会計は，貨幣価値変動によって貨幣価値を異にする名目会計数

値の集合物となった(財務諸表等の)会計記録を，単ーかっ同質の貨幣価値に換

算修正する会計方法である。それは，その計算構造上，統一的尺度への換算に

よって，会計数値の匡正・会計の正確化と架空損益の排除をおこなうことを意

図するものであって，実体維持・取替資金確保をかなえるものではない。

貨幣価値変動会計の修正計算方法は，その基準となる貨幣価値をどの時点に

もとめるかによって， i遡及法(狭語の金マルグ会計)Jと「前進法」に区別され

るc 前者は，現在または過去の会計数値をそれより過去のある時点の貨幣価値

に統一修正 Fる方法で(当時の Fイツの「金マノレク会計」は， 1913年の貨幣価

値を修正基準とする遡及法によるものであった。町). 後者は，過去の会計数値

を，それよりあとの貨幣価値， 一般には，現在の貨幣価値に統一修正する方法

である o この両者は，同ーの内容を示すものであフて，相互に転換可能である

が，同一企業の異時点比較には前者が，現時点における多数企業の比較には後

者が適当である。また現時点の財務諸表は，総体経済との関連から，前者によ

る表示だけでは不十分で，かならず後者によって表示すべきものである。

修正計算手続の様式には，会計期間中の取引全部にわたり各勘定記録壱個別

1<) 拙稿，架空利語論 実体維持会計論町時味 ，京都大戸学会計曙研究室編「企業利潤論」昭和43
年所収。

15) Schmalenbach， (3J. Dynαmische Bilanz. 7. Au企， 1939， S， 235 
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的に修正する 「元帳記録修正法」 と， 期末の財務諸表についてのみ修正する

「財務諸表修正法」の 2つがある o 後者は手続が簡単であるが，修正を正確に

おこなうには，前者によらなければならない。しかし，前者は，計算手続が複

雑で実行困難とされたためか，当時のドイツにおいては，理論的にも主張され

ることがほとんどなしもっぱら，後者が，しかも貸借対照表修正法が主張さ

れ，論議の対象となヮた。

財務諸表修正法による前進法および遡及法の計算構造を以下の設例により定

式化すると次のようにな主。

想定 期首貸借対照表は金マノレグで，期末貸借対照表と損益計算書は金・紙

警 マノレグ混合の名目価額で表示されている。期首および期中前半の貨幣価値に対

して，期末および期中後半の貨幣価値は純分の lに下落している。 X項目につ

いて.Xoは期首在高(損益項目については，期中前半取引高). Xは当期純増

加高.C期中後半の取引高) "0は前進法におけるおに対する貨幣価値修正差

額"は前進法におけるその他の貨幣価値修正差額 %0'，X' はそれぞれ Xo •

X に対1る遡及法における貨幣価値修正差額とする。期首貸借対照表，未修正

期末貸借対照表・損益計算書は次の通り〔第 1表)。

第 l 表

期首貸借対照表(金マルク) 損益計算書〈未修正)

土地 Lo 資本金 Ko 売上原価 Q 

建物 F。 積立金・繰越利益 So 諸経費 A 営業外収益 Ro 

商品 10 減価償却引当金 Bo 減価償却費 B 

現金・債権 Do 債務 C。 営業外費用 Eo 

当期純利益 NG

周末貸借対照表(末修正)

土地 L日+L 資本金 Ko十 K

建物 Fo+F 積立金 P 繰越利益 50 

商品 In=Io+P-Q 減価償却引当金 Bo+B 

現金・債権 Do+D 債務 CO+C 

当期純利益 NG 



期末貸借対照表〈遡及法修正〉

資 本 金 Ko+K-k' 

積立金・繰越利益 So 

減価償却引当金 Bo十日-b'

債 務 C，十仁-co'-r:I

当期純利益 lVlG' 

第 2表

土 地 Lo+L，-l' 

建 物 九十1'-1'

商 1
1
11
1
1 lo+Pー叫-t'+q'

品企・債権 Do+D-do'-d' 

1m末貸借対照表(前進法修正)

資本金 Ko十 K+l?n

積立金田繰越利益 Sn+So 

減価償却引当金 Bo十B+bo十b

債務 Cn+じ

当期純手IJ益 MG  

土 地 Lo+L+lo 

建 物 1'0十F十fo

間 晶 In=Io+P-Q 

現金目債権 Do+D 

帯
同
謹
厚
止
寸
押
知
什
時
晴
盲
画
開
盟
昨
却

P '0 

損益計算書(遡及法修正)

|主上 R 〆

営業外収益 Ro 

貨価値幣変動利益

売上原価 Q-q' 
諸経費 A-u/ 

減価償却費 B-b' 

営業外費用 Eo 

貨幣価値変動損失 "0' 
当期純利益 MG' 

損益計算書(前進法修正)

売上 日

営業外収益 Ru+ ru 

貨幣価値変動利益 00 

売上原価 Q十'0

諸経費 A 

減価償却費 B+b 

営業外費用 Eo十'0

貨幣価値変動損失 do 

当期純利益 MG  

貨幣価値修正勘定(遡及法修正)

中す)トー (1-~) 
F (l-~) い R(I--~)
P(I-~) い K (1-~) 
D(I-C~) 
A (1-*) 

なお，b'= 1'川 (1-~) ， 

1うF

l' 

貨幣耐直修正勘定(前進法修正)

Lo(n-1) 

Fo(n-l) 

10 (ηー1)

Do(ηー1) 

Eo(η1 ) 

l

l

1

0

、-

L

L

h

d

A

 

So (ηー1)

Bo(η1  ) 

co(純一1)

Ro(ηー1)

Iむい 1) 

匂

何

内

向

九

吋

M 
吋

∞ 
@ 

q'~(Q一日(1 士)

d' 

，，' 
なお減価償却さ干与を hとすれば， 上主=(Fo十F)

xh， b=foxh， 仕入聖子?とし，仕入，売上

とも期中後半の取引とする。売 l:原価算定は，

先入先出法争相定ずる n 営業外費用収益は，

期中前半の取引とする。
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次に貨幣価値修正勘定および，修正後の貸借対照表・損益計算書を示す(第2

表)0 (具体的計算手続は紙数の都合で省略する0)

以上の結果よれ名目利益 (NGで示す)と実質利益(修正後利益，前進法

の場合MG，遡及法の場合 MG'で示す)との関係および，貨幣価値修正勘定

を構成する項目聞の関係は次の通りである o

1 前進法

損益法計算による MG~(R，十R+ω (E，+Q+B+A+"十九+b)+ (ι。-d，)

(1) 

(1)に NG~(R。十 R) -(Eo斗 Q+B+A)ー (2)壱代入する1::，

MG~NG十町 ('" +i" +b) + (c， -dc)" ....(3) 

財産法計算による MG~ [(L。十L+l，)+ (F，+F+f，) +In十(D，+D)ー((Co十

C) + (B，十B+b，+め+(K，+K+k，)十(S，十50)}・ー (4)

(4)に NG~ ((Lo+L) + (F，十F)+In+ (D，+D)ー ((C，+C)+ (B，+B) + (K， 

+ K) + So} ..... '(5)を代入すると，

MG~NG+ (1，十五)-(b，+b+k，+sc)......(6) 

また (3)(6) より，ん ~l， +fo十 io+do 十 e， ー (50 +.cO十九+r{))・..(7)

この(7)式は，貨幣価値修正勘定が資本金勘定の附加勘定であることを示す。

2 遡及法

損益法計算による MG'~ (R十R" 戸)-(Q十B+A+Eo-b'-q'-aう+(CO' 

d，').... "(8) 

(8)に(2)を代入すると，

MG'ニ NG-r'十(l〆十ザ+a')+ (ι。'-do') ・(9)

財産法計算によるMG'ー{(L，十L-I')+ (Fo+F -f') + (In+q'-p') + (D。十

D--dri'-d勺}-{(Co+C-cu'-c勺+(B，+B-b') + (K，+K_ k')十円。1・・・・ M

~<$Iこ(5)を代入すると，

MG'~NGー{(l'→-1'+〆ず) + (do'+d'-c/-c') -b'-kつ ω
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また (9) と (1~ より，

k' = l' + f' +p'-r'→~a'十 d'-c'......~坤

このω式は，貨幣価値修正勘定が資本金勘定の相殺勘定である己とを示すが，

前進法の場合と異なって，貨幣価値 F落後の増資がないときは k'ニ Oゆえ，

貨幣価値修正勘定はその構成項目相互間の相殺がおこなわれて，残高は発生し

ない。

3 前進法と遡及法の関係

貸借対照表項目については， (期末残高名目額 遡及法価値修正差額)

(期末残高名目額十前準法価値修正額)， 

l 
n 

修正前損益計算書項目については， (名目計上額一遡及法価値修正額) ~寺
(名目計上額+前進法価値修正額)， 

貨幣価値変動損益については，co'ニト do'=士4

の関係が成立し，

したがって， MU=4MGの関係が成立する。

元帳記録修正法も計算手続が複雑になるだけで原理は同じである。 X項目について，

期首残高をぷ，期首に対してその貨幣価値が a，b， c......n分の 1の期間における

(期末貨幣価値を泊分の 1とする)取引高を Xo" Xb， XC......X;π とすれば，

名目期末残高=~Yl十Xo， +X~ I-Xc I ......+X，..=:;8Xk 
k~l 

n， 似、1

前進法修正期木残高~z;Xk+Z;IXd壬 1)) 
k..l k=ll ¥ tr， I J 

n， 、1

遡及、法修正期末残高=~X“Z;IX，(! 士lト
k-=l k=ll 、nlJ

となるので(ただし債権・債務・商品等については，貨幣価値変動損益等を考慮せね

ばならないので，これに若干の修正を必要とする)，ιれにもとづいて，修正手続をと

ればよL、。紙数の都合で，この方法の計算構造の定式化は省略する。

E 貨幣価値変動会計論の展開

インフレ会計は，会計史上，当時のイ Y フレの過程ではじめて問題となった



102 (174) 第 103巷第2号

とみてよしその理論展開も試行錯誤をかさねていったのである。貨幣価値変

動会計理論の主張も，かならずしも論理的に首肯しうる形でのみ展開したわけ

でなrが， もっとも精力的にその理論告展開したのは，マーノレベノレクとシュマ

レYノミノ、であったといえよう。

マーノレd ノレグは，貸借対照表修正法による前進法および遡及法を提唱してい

る。

彼の前進法聞は，期末貸借対照表に計上されている期末現在高を示す各項目

のうち，過去の貨幣価値額のみを修正換算する方法である。すなわち，財貨項

目のうち当期発生・増加分(現在貨幣価値によるものと想定されている) および貨

幣項目(現金・債権・債務〕は，そのまま現在貨幣価値で表示されているので修

正されず，財貨項目・資本項目のうち前期繰越高は過去の貨幣価値額で表示さ

れているので現在貨幣価値額に修正される。そして，この修正差額は，貨幣価

値勘定 (Geldwertkonto) を相手勘定として記帳される。彼は，この貨幣価値勘

定を，名目損益勘定に対して，純損益勘定 (reinesErfolgskonto) あるいは第 2

損益勘定 (Gewinn-und Verlustkonto II)とよぶが，これは，けっして損益勘定

ではなく，各勘定の修正差額の集合勘定にしかすぎない。しかし，これに，名

目損益を振替えると，残高として実質利益(修正後利益〕が表示される 4ととな

るので，これは前述の(6)式と同一の構造をもつことがわかる。よって，彼の方

法は，財産法計算による損益修正をおこなうものである。したがって，正しい

修主計算(本稿では，貨幣価値修E基準は正しし、換算尺度がとられていることを想定し，

換算尺度の実質的内容には立入らない。 以下においても「正しし、修正計算Jとは計算形

式上，lEしいという意味である。)はおこなわれるが， 実質利益が結果として算出

ι されるだけで，貨幣価値変動損益と経常損益の分離はなされないままである。

彼の遡及法的 lま，彼の前進法と周様，期末貸借対照表の各項目残高を修正換

算の対象とするが，前進法の場合とは逆に，期末残高各項目のうち現在の貨幣

価値額のみを期首の貨幣価値に還元する方法である。すなわち，財貨項目・資

16) Mahlberg， a. r'l. 0" 55. 99-103 
17) Ebenda， 55. 103-106， 119-124 



架空利益排除と貨幣価値変動会計 (175) 103 

本項目のうち前期繰越高は期首の貨幣価値額で表示されているので修正されず，

貨幣項目および財貨項目・資本項目のうち当期発生・増加分は，現在貨幣価値

で表示されているので，期白貨幣価値額に修正される。そして， 乙の(遡亙法

の場合の〕修正差額は， 彼の前進法の場合のように貨幣価値勘定へ援替えられ

るのでなく I損失J(Vcrlust)および「利益J(Gcwinn) として，損益計算書

に追加計とされる。このとき，損益計算書には残高として実質利益が表示され

ることとなるので，とれは，前述の付式と同ーの構造をもつことがわかる。よ

って，この方法も，財産法計算による修正をおこなうものである。 Eしい修正

計算はおこ在われるが，実質利益が結果的に算出されるだけで，貨幣価値変動

損益と経常損益の分離はなされない点は，彼の前進法の場合と同じである。

次に，彼の遡及法の叙述が非常に誤解を招きやすいことを指摘しておしそ

の修正差額は，損益計算書ではなく，彼の前進法の場合と同様，貨幣価値勘定

に記入する方が適切である。と〈に，彼の前進法と統一的に理解するためには。

彼は，未修正損益計算書に，修正差額を損失・利益として追加計上することに

よって，修E損益計算書を作成したとしているが，上述したごとし彼の方法

は，財産法計算による修正のみで，損益法計算による修正をおこなわないゆえ，

修正損益計算書はけっして作成されていないのであって，彼の前進法と対比す

れば，この損益計算書は，貨幣価値勘定にすぎない。彼が「損失J・「利益」と

よぶものは，修正差額にすぎず，けっして真の損益でないことは，前述の通り

である。損益計算書への追加記入ゆえ，この i損失」・「利益」はあたかも貨幣

価値変動損益であるかのような誤解を招くが叫，財貨項目の修正(前述の 1'，l' 

など)が貨幣価値変動損益でないととは明白であるし，貨幣項目に対する修正

も，貨幣価値下落後の取引高については，たんなる価値修正であコて貨幣価値

変動損益の発生を示すものではない。上の誤解は，彼の方法を財産法計算修正

18) 片野一郎「貨幣価値変動会計」昭和37年. 73-80頁;および岩田巌! ドイツに於ける貨幣面値
変動会計』太田岩田片野「貨幣価値変動会計」昭和田年所収， 133-138頁におけるマ ルベ
ノレクの計費例の説明では! この Verlllst，Gewinnを「貨幣幣価値変動損益」と訳し!そのよう
に解説している。
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一一前述の帥式ーーと理解すれば解消するものであるが， 彼自身， この関係

前述のω式一一ーをはっきり認識していたかどうか疑問である。

ジュマーレンパハも貸借対照表修正法による前進法および遡及法壱提唱して

し、る。

彼の前進法聞は，マーノレペノレグのそれと具なり，期末貸借対照表よりむしろ期

首貸借対照表を換算対象とし，後者の{普方・貸方全項目(資本金を申ぞく)を期

末貨幣価値に修正して，その修正差額を貨幣価値調整勘定 Geldwcrtausgle児 h，

konto (これは，前記の貨幣価値修正勘定と同じもの)に記入する。この貨幣価値調

整勘定残高は，資本金の修正差額に等しく，当勘定が資本金に対する修正勘定

となっていることがわかる。彼の方法では，貨幣価値変動損益が経常損益と分

離され，損益計算書において，損益法による修正計算 前述の(3)式 がお

こなわれる。

彼の遡及法釦〉は，期首貸借対照表・期末貸借対照表・各勘定の期中取引総計

をそれぞれ金マルク(彼の例示では1914年号基点、価値とする)に換算するものであ

るが， 彼の前進法とは反対に， 各項目の修正差額を貨幣価値調整勘定(遡及法

では彼は貨幣価値下落勘定 Geldentwertungskontoの語が使用するが)に集合するこ

とはせず，資本金につし、て修止差額を算定し， これをその評価勘定としての貨

幣価値下落勘定に別表示する。 これは，前述の貨幣価値修正勘定(遡及法)と

同 内容なので，前進法の場合と計算手続が異なるにすぎなし、。もっとも，彼の

前進法にくらべて，貨幣価値下落勘定が各項目の修正差額合計と等しくなるこ

とが検証されていない点に不十分さが認められもなお，彼の場合，期中平均指

数による一括換算ではあるが，資産・負債・費用・収益の期中取引をすべて，それ

ぞれ金マルクに修正するので，マ -1レヘルクの方法とちがって.令マノレグによ

る修正損益計算書が作成され，したがって損益法による修正損主主計算ー←前述

19) Schmalenbach， E， .. Geldwertausgleich in der bilanzmasigen Erfolgsrechnung ぺZfhF，
J g. 15， 1921 (Schmalenbach， (2]. 55. 57-75 Iご再晶。)

20) Schmalenbach， (1)， S5. 9-22 
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の(9)式一一ーがおこなわれ，経常損益と貨幣価値変動損益が区分表示されている o

以上にみられるように，彼の方法は，前進法・遡及法ともマーノレベルグのそ

れよりも進んだ方法であり(マールベルク自身，シュマーレンパハの方法を自己の方

法よりすぐれたものと認めている町). 具体的設例による叙述のみで定式化はされ

てはいないが，原理的には，前述した貨幣価値変動会計の計算構造に等しし

なお若干の問題点 (たとえば3 彼の遡及法と前進法との聞の青合性 1・相互転換性の欠

如〕を残すとはし、え，貨幣価値変動会計として，計算構造的には，一応，完成

したものとみることができょう。(なお，紙数の都合で，その他の論者叫の主

張には触れないが，いずれも，マーノレベルグ. './" ~マーレ Yパノ、の方法にくら

べて不十分なものか，あるいは，両者の方法の解説であるといってよい。〕

企業会計における貨幣価値修正基準(評価基準，換算尺度)としては， マーノレ

ベノレク叫は金価格 (Goldagio) を，ジュマ レYパハ叫は卸売物価指数を推奨

している。後者は，その不完全性をみとめてはいるが，貨幣修正基準の最悪の

ものによってでさえ，修正をまったくおこなわないよりはましである町として，

修正方法の欠陥は無視してよいと考えている。

このような貨幣価値変動会計の提唱に対して，その理論体系を異にする実体

資本維持論者から批判の生じた聞のは当然であるが，実体資本維持計算を直接

的に主張せずに架空利益排除方策(インフレへの会計的対処)を論 fi喜多〈の論

21) Mablberg， a. a. 0.， S. 126 
22) イγフレ収束時点までに発表されたものとして抗のものがある。 Zeiler，A.， "Eine Anpassung 

allet Werte an die Veranderungen des Geldwertes"， io: Zeilerベ，vassermann-Mayer，Die 

Geldentwe'l'tung als K仰 dt"!-， Kalk叫 at20ns一切nd Besleue円仰，gsproblem. 1921; Nertinger， J 

Gold仲間rk-Buchfuhrungund Goldma曲 bilanzen.2. Aufi.， 1922; Heberle. H.， Geldeniwe出掛g

附 tdBilanι1921; Kalveram， W.. Die kaufman'l1削除 R，ι加叩gsfa初旬吋附zterdem Hnftus 

der Geldentweriung， 1923， usw 

23) Mahlberg， a. a. 0" 55， 93， 95 
24) Schmalenbach， (lJ，5. 39; Derselbe. "Besprechung von Mahlberg， Bilanztecbnik und 

B，、.vertungbei schwankender Wahrung. 1. Aufl.， 1921"， ZfhF. 1922， S. 76 
25) Schmalenbach， (2]， S. 14 

26) Schmidt， a. a. 0.. 55， 147-164 
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者からも，消極的・批判的な見解が示された。

後者は，貨幣価値変動会計の論理そのものを批判することはせず，貨幣価値

変劫会計は，その修正手続・計算技術が煩雑であって"う その実践が不可能で

あること町， その適用が恋意性壱もたらすこと21 ことに適切な貨幣価値正基

準をみいだ「ことが困難な ζ と釦ら それか消法・税法の計算体系に違反するこ

と刊を，反対理由としている。

このような反対論者もイ V フレ下における名目資本会計の破綻をそのまま放

置してよいとしたのでない。しかし，かれらは，インフレによる会計の不正確

化を匡正(貨幣尺度単 性喪失によって異質的混合物となった会計数値を修正)する

ことを目的とせず，たんに取替資金不足に対処できるとされる金額を，計算上，

名目利益から別置・留保して処分可能利益をそれだ付減少させようとしたにす

ぎない。かれらの提案は，名目計算による貸借対照表上の利益の一定部分を準

備金，積立金町あるいは引当金切に振替えることによって，計上利益を圧縮

しようとするものにすぎない。実体資本維持論者のように，積極的に費用時価

計算を主張することもせず，名目資本会計の枠を計算構造上は脱していない。

(なお準備金・積立金・引当金の設定壱要求するとはいえ，その会計処理が利

益処分方式か費用計上方式かはっきりと示されていない。) この方法が，急激

な変化を避けて現実に適応するものとして，イ γ フレ過程で，断片的措置のつ

みかさねとしてにせよ，制度化(ことに税法)したのであるが，詳細は続稿に

ゆずる。

27) Buxbaum， R， Die Anlagenwerte i1包 derBilan.z be~ schwankender防'ahれtnf{. 1922. S_ 56 

Hausmann， F.，】， DerEin:flus der Geldentwertung auf die steuerhche Bewertung "， in 

Hausroann-Hopker-Rosendorff， D~e sleuerliche Bew付加ngdes Ve'l'1nogens， 1922， S. 48 

28) Naphtali， F.， Wertschwanftungen榊包dBil耐 ζ1921，S. 13 

29) Ebenda， S. 5; Bllxbaum， a. a. 0.， S. 56; Strutz， G.. .. Geldentwertung und Steuerrechtι 

in: Schmldt-Fischer-Strutz， Geldentwertung und U叫 ernehmung，1923， S. 55 
30) Walb， E.. Das Problem der Schelnge山叩e，1921， S.24， (なお披は前掲の Erfolgsrechnung

ではこのような指摘壱せず!貨幣価値変動会計を肯定している。)Naphtali， a. a. 0.. S. 5 

31) Hauβmιnn， a. a. 0.， S. 49;、Nalb.a. a， 0" S. 24; Buxbaum. a. a. 0.. S. 105 

32) Naphtali， a. a. O. S. 14; Walb， a. a. 0.， S. 25 

33) Buxbaum， a. a. 0.， S. 77 
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以上で，貨幣価値変動会計に関する当時の論議の概要壱のべたが，最後に，

シュマーレ Yパハ，マーノレベルクの貨幣価値変動会計の主張は，イ y フレによ

る計算不正確化の匡正壱意図したものであって，貨明書価値安定時における正し

し、会引を意図したわけでないことを指摘しておかねばならなし九貨幣価値安定

時におけるドイツの会計実務で秘密積立金設定が一般化していたことは周知の

通りであるが，かれらはこの慣行を否定してはいないω かれらの修正計算例"判

では，意識的な資産過小評何，あるいは 1マノレグ勘定が争のままに認められて

おり，秘密積立金の取崩しによる計算の正確化はけっしてもとめられていない

ととに留意しなければならない。 (γ ュミットが，その実体資本維持会計にお

いて，秘密積立金の設定を拒否する'"のと対照的である。)

百 貨幣価値変動会計の制度化の提唱とその経過町

貸借対象表に関する商法規定が，貨幣価値下落の現実に適応しえなくなった

ことは， 1920年初頭から新聞・専門誌によって指摘されてきた。 1921年に財界

もイソフレによる会計の欠陥を痛感しはじめ，各地の商業会議所からイ V フレ

による会計の欠陥を是正するため貸借対照表法改正の必要が叫ばれた。ライヒ

経済評議会 (Reichswirtschaftsrat) の財務委員会は， ヒェムニッツ， ミュ yへ

Y グラートパハ向同業会議所からの請願書提出の契機として，当評議会のライ

ヒ経済省代表ヒュッテンハイン局長の指示によれ当該問題(インフレに対処す

るための貸借対照表法改正)を徹底的に究明することとなり，財務委員会内に当

34) Mahlberg， a. a. 0.， S. 122 

35) 5chr同 l四bach，(1)， 55. 9-22; Schmalenbach， (3)， S5， 238-260. (土肢訳「動的賢借対照表
論」昭和25年， 298-332頁。)ことに後者の計事例示はおそらく当時の企業の実例と思われるがj

そこに計上された名目示l品約2000万マルクに対し，置の計算では遡及法修Eで約6万マルクの損
失としているが，原価主義をとって秘密積立金を取崩して正しい修正計算をおこなえば(憧E基
準は彼の尺度をそのままとるL遡及法修正で約四万マルク(内，繰越利益約13万マルク)それを
前進法に換算すれば実に2億 7000万マルグの利益が計上されることになる。

36) Schmidt， DM仰'ga初 ischeTageswertbilanz， 4. unveranderte Au:l日 1951.S. 112 

37) 本節については 以下の文献を事照したが，個々に引用注は附さない。 Schrnalenbach.(1) ; 

Schmalenbach，C 4)， "Dte Goldmarl乞bilanz"， ZfhF， Jg. 18， 1924; Mahlberg， a. a. 0，; Hauβ 
mann， a. a. 0; Derselbe， Wandtungen des Steuerrecht~ 岬 tZeichen der Gelde旬twertung... 

1923; Bu:x:baum， a. a. 0.; Schacht， H.， Die Stabilω切れ州gd，γ 九白神 1926 



108 (180) 第 103巻第2号

該問題に関する小委員会が設けられ. 1921年5月よりその活動を開始した。し

かし，当経済評議会では，当時貸借対照表法改正についての具体的な成果はな

んらあげえられなかった。小委員会の報告におU て，経済評議会委員ハヅヘン

プルグは， この問題(貸借対照表法改正)が，商業帳簿記帳義務者のみならず，

記帳義務なき蛍業者にも関係する問題であり，また当面の目的達成に貸借対照

表改革は必要でないという理由により，商法上 (hilanロ配h日ir，h)の問題として

でなし税法トの問題として扱弓ベ宮と空張した。また同じく経済評議会委員

ミュラーも，商法の過ノj、評価許容規定により現行法でも架空利益排除は可能で

ある，もっとも乙の商法の規定は強行規定でないし，また大多数のドイツ企業

はまだ会計修正の重要性壱認識していないので，商法改正は有意義かもしれな

いが，適切な貸借対照表規定の作成はきわめて困難であるとのベた。さらに新

聞主筆プーフヴァノレトとナフタ Pが意見をもとめられたが， ここでの論議は，

貸借対照表改革がたんに租税問題として扱われるべきかそれとも総体経済的問

題として扱われるべきか，さらに，虚偽の貸借対照表にもとづく損害が，たん

に私経済的見地から考慮されるべきかそれとも国家経済的見地から考慮さるべ

きかなどの根本的問題にふれることなし個別的規制にとどめようということ

に帰着した。このような状態の下では，ライヒ経済評議会に問題解決の主導権

を与えん正したライヒ経済省代表の意図は成功せず，具体的な改止事項は問題

とされないまま，その審議は停頓した。

このようなヲイヒ経済評議会の動きとは独立し C. フランクフノレトの経済啓

発協会 (Ge出 llschaftiur wirLsdlaftliche Ausbil山口g) も貸借対照表法改正に積極

的に働きかけた。当協会が，貸借対照表・損益計算・原価計算・企業財務にお

ける架空利益問題の取扱いに関して開催した1921年11月の第 1回経済会議

いわゆる架空利益会議ーーは，一般に予想外の反響をよび，政府・諸利益団体

・商業会議所・学界および諸会社から熱烈な支持壱うけ，ここに迅速な改草舎

もとめる社会の要求が一般にあきらかにされた。討議事項のうち貸借対照表改

革問題については， ジュマーレ Yパハの提案にもとづき貸借対照表委員会が設
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けられた。当委員会は，彼を委員長として，ベノレリンとフランクフノレトで開催

され，マ -1レベルグ，シュミット，フィッシャー，カーン(物価指数専門家)を

はじめ当時の多くの専門家叫によって熱心な討議がなされたのち，次のような

結論に達した。(ただし，産業界代表は，改革の帰結を十分吟味するまでは，

態度をあきらかにできないとして，暗に，この結論に反対したことに留草、しな

ければならなし、。産業界の反対の態度は，後述のごとしのちにはっきり表明

される。)

1 貨幣価値変動によって生じた貸借対照表上の欠陥は，貨幣価値を単 の

尺度に換算してはじめて完全に除去することができる U

2 特に外国にお土ぽす影響壱考慮して，戦前のマノレグに換算することが，

他の方法にま宮るものである。

3 卸売物価指数が，たんに原料価格のみならず製品価格をも広範囲にわた

って包含し，また月次かつ迅速に公表されるゆえに，貸借対照表換算に滴当と

おもわれる。

委員会は，このような結論をえたのち，細目にわたる討議を一時中止して，

ヲイヒ経済評議会のなりゆきをみまもった。というのは，この間に当評議会は，

周囲の状況に刺激されてか，討議を再開し，いったん放棄した問題を最初から

ふたたびとりあげていたからである。評議会はあらためてV 品マーレンパハを

報告者に任命した。彼は， 1922年 3月16日の評議会における報告で， I金マノレ

ク貸借対照表実施に関する法律および命令の草案」を提案し，それは，多くの

批判壱うけて若干の修正壱経た後，許議会によって承認され，政府へ建白され

たのである o この草案の主な内容は次の通りである抱〉。

工 貨幣価値変動期間中，金マルタによる貸借対照表および損益計算書を作

成する権利を企業に与える(法律草案前段および命令草案前文)。

2 商法土の記~Ift義務ある企業は， 1926年12月 31 日から金~Iレグ計算壱義務

38) Herrgen， Strutz， Meumann， Haus皿叩n，Nicklisch. Prion， Walb， usw 
39) 草案全文は Schmalenbach，[IJ. 55. 6-9;その全訳はj 岩目前掲論文， 196-202頁参照。
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づけられる(命令草案第8条)。

3 換算基準は， ドイツ統計局発表の月次指数叫をとる(同第10条)。ただし，

1917年末以前より繰越された項目にワいては，名目額をその Eま金マノレクとみ

なし換算壱要しない(同第l(aJ条)。

4 複式簿記を使用7る場合は， 金マノレク貸借対照表を作成するにあたり

(金マノレグ開始貸借対照表を除<)， 貸借対照表金額だけでなく， 事業年度中

町取引金額も換算しな付ればならない〔同第 2[引条)。

5 配当，賞与などすべての利益分配は，金マノレク利益を計上して，決算日

指数で紙幣マノレグに換算する(同第4条)。

6 金マノレク決算をおこなう株式会社に，金マノレグ株式の発行壱許容する。

ただし， i昔方貨幣価値下落勘定(金マルク換算後の借方合計が貸方合計に不足

する額の借方計上〉を計上している場合を除く(同第6条)。

以上にみられるとおし この草案は，金マノレグ会計の全面的な法制化を意図

したものであるが， その強制施行は当時から 4年もさきとされていた(命令草

案第s条)にもかかわらず，多方面からの反対壱うけ， 結局， 法制j化されるに

、、たらなかった。まず政府当局自身が貸借対照表法改正に消極的で，ことに大

蔵省はきわめて強硬に反対した。当時の政府要人，ヴィノレト，へノレメ λ，クノ

ー，ハーフェ Y':/."-タインなどは，国内経済全般，外国貿易が健全化し，敗戦

による賠償問題が解決されとLいかぎり，通貨制度も会音|制度も決定的解決は不

可能との見解をいだし、ていて，改革に反対した。(かれらが，財界の見解を代

弁していたことはあきらかである。)また，銀行界はライヒスλ ソグを筆頭に，

金マルク会計に反対した。銀行界は，金マノレグ会計の導入は，銀行における金

マノレグ勘定の開設 kぞれに対する金価値財源の確保を必然的にするとの理由，

および，将来もし紙幣マノレグ価値が上昇した場合に生ずる損失をひきうけるの

はヲイヒスバ y クだけであるが，そのライヒスパγグ自身それをま百否している

40) 草案では たんに Stichtagindexと示されているだけだが， シょL マーレンパハは， その注解
(Schmalenbach， (1). S.39)において;フランクプルト新聞の卸売物価指数の長所を考置したと
ころの1914年7月31日ぞ基準日とする指数q乍成を統計局に要望してし、るG
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との理由から反対したのである。さらに，有力新聞 FrankfurterZeitung も

1922年 9月 3日付の論説で，金7 ノレグ貸借対照表の任意の作成は，ヨ主意的結果

をもたらすとして本草案に反対した。すなわち Iそのとき実務では，個別企

業はおそらく，財務的・税務的にもっとも自己に有利とおもわれる貸借対照表

作成方法を恋意的に選択することであろう。したがヮて，貸借対照表の統一化，

比較可能性，監査(Nachprufung)の容易化は， 金マルク貸借対照表の許容によ

って改善されるのでなしかえって悪化するだろう。」と。

しかし，決定的なのは産業界からの反対であった。 1922年 8月15日にドイア

産業連盟は，以下のような理由を不して，シュ γ -V:"-'パハの草案を徹底的に

拒否した。

1 総体経済に起因する事象が問題となっているので，貸借対照、表に対する

貨幣価値下落の影響を貸借対照表法によって除去することは不可能であり，:'/

， ""'ーレンバハの提唱する立法措置は，強制措置であれ任意措置であれ拒否す

べきである n

2 適用する換算指数の決定がきわめて困難である。

3 現行の貸借対照表はすでに，実際に必要とされる修正を含んでおり，法

的に与えられた可能性を考慮して正確に(原文のまま)作成されるならば，指数

マルク貸借対照表よりも明瞭性に富む。

4 未実現利益の表示・流出・課税が懸念される。

5 金マノレクによる賃金・給料計算に通じることになって，より一層の価格

水準上昇が懸念される。

6 金マノレグ貸借対照表の企業実務への導入は，きわめて困難で，むしろ不

明瞭性を結果することになる。

7 現行租税制度体系の崩壊が懸念される。

8 政府も企業も外国も，企業の真の状態を十分認識しており，ジュマ-[/

Y バハの提案した法的措置は不要である。

この反対論は，ジ L マ レY バハもいうごとく， I事実認識が偏向的であれ
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論調が横柄であり，そして，論拠が陳腐なものであった」が，とにかく，これ

によってジュマー V ンノミハの草案は，決定的にほうむりさられ，ついにインフ

レ収束まで，金マノレク貸借対照表の法的承認はえられなかったのである。

金マノレク会計は，前記の政府要人が退陣して， 1923年 11月の安定通貨レン

テンマノレグ発行に象徴されるところのイ yフν収束策をとるマルクスを首班と

し0/ュトレゼーマ:/，レター vャハト等によって構成された新内閣によっ

て，インノ ν収束策の一環としてはじめて， 1923年12月初日の金マルク貸借対

照表令mにおいて承認されたのである。

この金マノレク貸借対照表令の主たる内容は次の通りである。

1 商法上の記帳義務者は， 1924年 1月 1日または同年中の事業年度初に，

金マルグ開始貸借対照表喜子作成し，それ以後，金マノレグ年次貸借対照表を作成

しなければならない(第 1条第 1項，第2条第 1項)。

2 換算単位たる金マノレグは米ドノレの 42分の 10に相当する紙幣マルクとす

る(第 1条第2項)。

3 金マノレグ開始貸借対照表における資産・負債の評価は， 原則として，

1924年 1月 1日の金マノレク建時価を最高限としておこなわれる。このさい，紙

幣マノレク最終貸借対照表とは評価が断絶しており，商法第 261条の評価益禁止

規定は適用されない(第4条および金マルク貸借対照表法施行令)。

4 原則として，金マノレグ開始賃借対照表に計上された資産と負債の差額す

なわち正味財産を新資本金とする(第5条，第6条〕。

5 金マノレグ建時価評価にもとづく資産の評価増は，税法よ，評価益(過年

度所得修正)とみなされず，課税されない(第19来)。

以上のように第 次大戦後のドイツにおける貨幣価値変動会計の主張とそれ

に対する批判およびその制度化への過程(制度化の提唱，その時期「尚早」に

41) Verordnung uber Goldbilanzen， Sch皿 alenbach，(4)， SS. 17-20;全訳は岩目前掲論文，
202-209買。
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よる挫折，金マノレク貸借対照表令の成立)を考察するとき，貨幣価値変動会計

が，理論的には，イ yフレに対処しうる唯一の会計方法であるにもかかわらず，

インフレ収束時まで制度化されなかった理由があきらかとなる。

貨幣価値変動会計は，その計算手続が複雑で手数のかかること，その換算尺

度の選定が困難で窓意的になりやすいという技術的難点をもつこと，さらに名

昌資本会計と計算構造壱異にすることから，商法あるいは税法の承認を早期に

うけることは容易でなかったことは一応考えられる。

しかし，とのような「難点」は，インフレ期に正しい会計をおこなうには，

名目資本会計では小可能であって貨幣価値変動会計によらねばならねことはあ

きらかゆえ，それを法的に承認するのを阻止する決定的要因とはなりえなし、。

ことに，技術的難点，手続の複雑さの点は，その会計方法が適用する企業にと

ヮてメリットがあれば，それを克服して十分に実践化されうるものである。(己

:れについては，実体資本維持会計一費用時価会計が，貨幣価値変動会計と同等

あzいはそれ以上の技術的困難・恋意性の要因を有するにもかかわらず，それ

がった企業によって支持されたこ1:"，想起すればよい。) Lt，'がって， むしろ技

術的難点を口実として，貨幣価値変動会計の早期法制化を阻止しようとしたの

が，当時のドイツ財界の動向であったとみることができょう。

大企業のもとめたのは， I架空」利益の排除(よりはっきりし、えば公表利益の隠蔽)

であって，けっして計算の正確化ではなかったのである。このことは 3 秘密積

立金設定実務の一般化によって，貨幣価値安定時にも公表会計が戯画化してお

り，本来，正確な計算がおこなわれていたのでないことからも明白である。

貨幣価値変動会計は，再評価(修正〕を認めるゆえに，それによって名目資

本会計で生ずる費用計上不足による架空利益は排除される。しかし，名目資本

会計では架空損失として表面化しない貨幣価値変動利益(債務者利益)が公表

利益の中に顕現する。このことは，膨大な債務者利益を獲得している(イ Yフ

レ刺益をもっとも多く享受している)大企業にとっては，債権者損失を公表す

る中小企業との格差壱顕現することとあいまっ亡，イ y フレ利得者たる己とを
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みずから公然と示すことになれきわめて不利な状態を惹起することになる。

したがって，財界としては，債務者利益を公表することなしに，費用の増大化

のみを達成しうる会計方法を追求することが資本の論理にかなったものである

ことが明白である(続稿参照)。貨幣価値変動会計のこのような計算構造から生

ずる両刃性を，大企業が当時すでに認識していたかどうかを確認する資料はえ

られないが，貨幣価値変動会計を拒否する態度からみて，イ Y フレ進行中はそ

れがすくなくとも大企業にとってメリットのないことを十分認識していたとみ

ても大きな誤りはないであろう。

さらに，貨幣価値変動会計の制度化が，企業会計だけでなく一般経済取引に

おける金マルク計算=安定価値計算の制度化(これはもはやイジフ Vの収束に等し

しつを誘発し，イ yフν利益(債務者利益)を享受しえなくなるととを，犬企

業はきわめておそれたともみることができる'"

(1968. 11. 15) 

42) たとえば，本稿， 111買のドイツ産業連盟の、ンュマーνンバノ、草案への反対理由第50


